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別 紙 

 

子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ 子ども・子育て支援事業費補助金（以下「補助金」という。）については、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「適

正化法施行令」という。）及びこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則（令

和５年内閣府令第 41 号）の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ 補助金は、以下の目的のために交付する。 

（１）子ども・子育て支援新制度における保育士等の処遇改善への取組をより進める

ため、施設等に対する講習会や相談の実施等、処遇改善等加算の取得を促進する

とともに、都道府県における特定教育・保育施設等に対する相談・助言体制や確

認指導監査体制を強化することで、特定教育・保育施設等の教育・保育の質の向

上等を図ること。 

（２）幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかの免許・資格を有していないもの

の免許・資格の取得促進に対する取組を支援することにより、保育教諭の養成を

促進し、もって幼保連携型認定こども園の安定的な人材確保及び幼稚園又は保育

所等から幼保連携型認定こども園への円滑な移行を図ること。 

（３）地域における子ども・子育て支援の充実が円滑に図られるよう、地域の実情に

応じた先駆的な方法等により子ども・子育て分野の各施策の更なる相互連携・協

力を推進する取組の支援を図ること。 

（４）都道府県、指定都市及び中核市が保育所、幼稚園、認定こども園等の職員等を

対象に、安全管理マニュアルの適切な運用のための研修会や説明会等を実施する

ために要する経費を補助することで、こどもの安心・安全対策の徹底を図ること。 

 

（交付の対象及び補助率） 

３ こども家庭庁長官（以下「長官」という。）は、下記に掲げる事業を実施するため

の経費のうち、補助金交付の対象として長官が認める経費（以下「補助対象経費」と

いう。）について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

補助対象経費の区分及び補助率は別表のとおりとする。 

（１）保育士等の処遇改善取得促進等事業 

都道府県が行う「保育士等の処遇改善取得促進事業の実施について」（令和元

年６月 11 日府子本第 79 号）に基づく事業 

（２）幼稚園教諭免許状・保育士資格取得に係る連携事業 

都道府県が行う「幼稚園教諭免許状・保育士資格取得に係る連携事業の実施に

ついて」（令和元年６月 17 日府子本第 162 号）に基づく事業 

（３）子ども・子育て支援連携体制促進事業 

市町村が行う「子ども・子育て支援連携体制促進事業の実施について」（令和 

３年６月７日府子本第 719 号）に基づく事業 



 

（４）安全管理研修支援事業（令和４年度からの繰越分） 

都道府県、指定都市及び中核市が「安全管理研修支援事業の実施について」（令

和５年２月８日府子本第 72 号）により策定する「安全管理研修実施計画」に基

づく研修事業 

 

（交付額の算定方法） 

４ 補助金の交付額は、次により算定された額とする。ただし、算出された額に 1,000

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）別表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める補

助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（２）（１）より選定された額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とす

る。 

  

（申請手続）  

５ 補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

 （１）３の（１）、（２）及び（３）の事業 

  ア 都道府県知事の場合 

      都道府県知事は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式第１に 

よる交付申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに長官に提出するも 

のとする。 

   イ 市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の場合 

      市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式第２による 

交付申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに長官に提出するものと 

する。 

 （２）３の（４）の事業 

      都道府県知事、指定都市の長及び中核市の長は、補助金の交付を受けようとす

るときは、別紙様式第５による交付申請書に関係書類を添えて、別に定める日ま

でに長官に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

６ 都道府県知事及び市町村長（以下「都道府県知事等」という。）は、補助金の交付

決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、

５に定める申請手続に準じて、別に定める日までに長官に提出して行うものとする。 

  

（交付決定） 

７ 補助金の交付決定又は決定の変更は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した

日から起算して原則として１月以内に長官が行うものとする。 

 

（事業の中止又は廃止） 

８ 都道府県知事等は、事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに長官の承認

を受けなければならない。 

 



 

（事業遅延の届出） 

９ 都道府県知事等は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる

場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに長官に報告して、そ

の指示を受けなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

10  都道府県知事等は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服がある

ことにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受

けた日から 15 日以内にその旨を記載した書面を長官に提出しなければならない。 

 

（補助金の概算払） 

11 長官は、補助金について必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額

の範囲内において、概算払をすることができる。 

 

（実績報告） 

12 補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

 （１）３の（１）、（２）及び（３）の事業 

   ア 都道府県知事の場合 

都道府県知事は、別紙様式第３による事業実績報告書に関係書類を添え

て、翌年度４月 10 日（８により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

あっては、当該承認通知を受理した日から起算して１か月を経過した日）ま

でに、長官に提出するものとする。 

   イ 市町村長の場合 

市町村長は、別紙様式第４による事業実績報告書に関係書類を添えて、翌  

年度４月 10 日（８により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあって

は、当該承認通知を受理した日から起算して１か月を経過した日）までに、

長官に提出するものとする。 

 （２）３の（４）の事業 

都道府県知事、指定都市の長及び中核市の長は、別紙様式第６による事業実績

報告書に関係書類を添えて別に定める日までに長官に提出するものとする。 

 

（補助金の額の確定の通知） 

13 補助金の額の確定の通知は、長官が行うものとする。 

 

（補助金の返還） 

14 長官は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還す

ることを命ずる。 

 

（事業実績報告の訂正） 

15 事業実績報告の訂正は、長官が額の確定を終了した後において、当該確定の基礎と

なった実績報告を訂正する事由が生じた場合に行うものとする。 

 



 

（財産の管理等） 

16 都道府県知事等は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産について

は、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目

的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

17 都道府県知事等は、事業により取得し、又は効用の増加した単価 50 万円以上の機

械、器具及びその他財産については、適正化法施行令第 14 条第１項第２号の規定に

より長官が別に定める期間を経過するまで、長官の承認を受けないで、補助金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

都道府県知事等は、長官が別に定める期間を経過する期間中において、処分を制限

された財産を処分するときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。 

長官の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（補助金の経理） 

18 都道府県知事等は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別

紙様式第７による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠

書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止

の承認を受けた場合にはその承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管し

ておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単

価 50 万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完

了する日、又は適正化法施行令第 14 条第１項第２号の規定により長官が別に定める

期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額） 

19 都道府県知事等は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式第８

により速やかに長官に報告しなければならない。 

長官に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付さ

せることがある。 

 

（その他）  

20 特別の事情により、４、５、６、12 及び 15 に定める算定方法又は手続によること

ができない場合には、あらかじめ長官の承認を受けてその定めるところによるもの

とする。 

 



 

（別表） 

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準額 ４ 補助対象経費 ５ 補助率 

子ども・

子育て支

援事業費

補助金 

保育士等

の処遇改

善取得促

進等事業 

１事業あたり

3,000 千円 

 

給料及び諸手当（会計年度任

用職員及び臨時的任用職員

（臨時の職に関する場合に限

る。以下同じ。）に関するも

のに限る。）、謝金、旅費、共

済費（会計年度任用職員及び

臨時的任用職員に関するもの

に限る。）、報酬、需用費（消

耗品費及び印刷製本費）、役

務費（通信運搬費及び手数料

等）、委託料、使用料及び賃

借料、会議費 

 

1/2 

幼稚園教

諭免許状・

保育士資

格取得に

係る連携

事業 

1,000 千円 給料及び諸手当（会計年度任

用職員及び臨時的任用職員に

関するものに限る。）、謝金、

旅費、共済費（会計年度任用

職員及び臨時的任用職員に関

するものに限る。）、報酬、需

用費（消耗品費及び印刷製本

費）、役務費（通信運搬費及

び手数料等）、委託料、使用

料及び賃借料、会議費 

 

1/2 

子ども・子

育て支援

連携体制

促進事業 

子ども・子育て支援

連携体制促進事業

実施要綱（以下「実

施要綱」という。）

の３（１）③ア～ウ

に定める取組のう

ち、 

 

・１つの取組のみ

を実施している

場合 

1,140 千円 

 

・２つの取組を実

施している場合 

2,280 千円 

 

給料及び諸手当、謝金、旅費、

共済費、報酬、需用費（消耗

品費、燃料費、食糧費、印刷

製本費及び光熱水費等）、役

務費（通信運搬費、広告料及

び手数料等）、委託料、使用

料及び賃借料、備品購入費、

負担金 

10/10 



 

・３つの取組すべ

てを実施してい

る場合 

3,420 千円 

実施要綱の３（２）

③アに定める取組

を実施している場

合 

1,710 千円 

 

イ～エに定める取

組のうち、 

 

・１つの取組のみ

を実施している

場合 

570 千円 

 

・２つの取組を実

施している場合 

1,140 千円 

 

・３つの取組すべ

てを実施してい

る場合 

1,710 千円 

給料及び諸手当、謝金、旅費、

共済費、報酬、需用費（消耗

品費、燃料費、食糧費、印刷

製本費及び光熱水費等）、役

務費（通信運搬費、広告料及

び手数料等）、委託料、使用

料及び賃借料、備品購入費、

負担金 

10/10 

安全管理

研修支援

事業（令和

４年度か

らの繰越

分） 

１自治体あたり 

1,000 千円 

超過勤務手当、管理職員特別

勤務手当、給料及び超過勤務

以外の諸手当（会計年度任用

職員及び臨時的任用職員に関

するものに限る。）、報酬、旅

費、需用費（消耗品費、燃料

費、食糧費、印刷製本費、光

熱水費等）、役務費（通信運

搬費、手数料等）、使用料及

び賃借料、共済費（会計年度

任用職員及び臨時的任用職員

に関するものに限る。）、報

償費、委託料、備品購入費、

負担金 

 

1/2 

 


